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片方の耳を桜の花びらのよう
にカットされている野良猫を
見たことはありませんか。地
域住民と共に生きていくため
に手術を施したという目印と
してカットします。

元の場所に戻す理由は？

この活動は、その場所にいる猫たちが子猫
を産まずに一代限りの命を全うし、最終的
には野良猫がいなくなるようにすることを
目的としています。

‶さくら耳” の野良猫
手術済みのしるし

犬・猫の譲渡01

譲渡の条件

早期に不妊去勢手術を
施すこと

名札、マイクロチップ
などにより所有者明示
をすること
譲渡講習会・自宅訪問調
査・譲渡後の調査の実施
を受けていただくこと

愛情と責任をもって終生
飼養いただくこと

ペット飼養ＯＫの住居に
お住まいの方

動物たちが二度と悲しい運命を辿ることのないよう、
命のバトンをつなぐ活動です。動物にとっても飼い主
にとっても、共に過ごす年月が喜びに満ちたものにな
ることを願い行っています。

を全うできる環境を命命

Ｔｒａｐ
捕まえる

Ｎｅｕｔｅｒ
不妊去勢手術をする

Ｒｅｔｕｒｎ
元の場所に戻す

野良猫を捕獲 (Trap) し、不妊去勢手術 (Neuter) を行い、
元の場所に戻す活動です。

ＴＮＲ活動02

譲渡条件の確認

左のチェック項目の他、世帯に関することや飼
養管理についてなど、細かな条件があります。

講習会の予約

中和保健所動物愛護センターへ電話申し込み。

譲渡後調査

一定期間を経て、飼養状況を確認します。

講習会

犬・猫の飼い方などをご説明します。譲渡希望
ではない方も受講できます。

審査・譲渡資格付与
自宅訪問・書類提出

職員がご自宅を訪問し、適正に飼養していただ
けるかを審査します。

相性確認

動物愛護センターのホームページで候補犬・猫
をご覧いただき「お見合い」をします。

譲渡

相性確認後、譲渡の手続きを行います。

　
私
た
ち
の
生
活
に
喜
び
と
癒
や
し
を

与
え
て
く
れ
る
動
物
た
ち
。
今
や
家
族

の
一
員
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
一

方
で
、
動
物
虐
待
、
動
物
の
不
適
切
な

取
り
扱
い
な
ど
が
後
を
絶
た
ず
、
多
く

の
犬
や
猫
が
保
健
所
な
ど
に
引
き
取
ら

れ
て
い
ま
す
。「
中
和
保
健
所
動
物
愛

護
セ
ン
タ
ー
」
で
は
、
動
物
の
保
護
事

業
や
里
親
探
し
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。

命
と
ふ
れ
あ
う

人 
と 

動
物 

の

　
　
　
　共
生
を
め
ざ
し
て

人 
と 

動
物 

の

　
　
　
　共
生
を
め
ざ
し
て

　「
う
だ
・
ア
ニ
マ
ル
パ
ー
ク
」
内
に

設
置
さ
れ
て
い
る
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー

で
は
、
多
く
の
動
物
と
ふ
れ
あ
う
機
会

を
設
け
て
い
ま
す
。

中和保健所動物愛護センター中和保健所動物愛護センター

〒633-2112　奈良県宇陀市大宇陀小附 89

☎0745-83-2631

犬とのふれあい方教室

しつけ教室

にゃん友タイム

動物とのふれあい

コロナ禍にペットの癒やしを…コロナ禍にペットの癒やしを…

動物が

●問い合わせ　環境衛生課　☎３２－０７０６
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企業版ふるさと納税  第一号！

まほろばホール トイレバリアフリー化工事の寄付を
いただきました

　合同会社ヴァレイ様(上牧町桜ヶ丘、代表社員社長
谷英希氏：河合町出身)より、「河合町の将来を担う子
どもたちに教育を通じて沢山のチャンスを与えてほ
しい！」と、企業版ふるさと納税のご寄附をいただき
ました。
　誠にありがとうございました。大切に活用いたし
ます。

　星和台クリニックでは、毎年研修会をまほろば
ホールで実施されています。より多くの方にやさし
いトイレをとのご意志から、女子トイレのバリアフ
リー化・洋式化の申し出があり、医療法人康成会（理
事長堀井康弘氏）より、文化会館トイレ洋式化工事
一式のご寄附をいただきました。
　誠にありがとうございました。大切に活用いたし
ます。

１００歳おめでとうございます！
　今年度１００歳を迎える１０名の方へ、町長か
らのお祝いメッセージとお祝い品を贈らせていた
だきました。今年は、新型コロナウイルス感染防

止のため訪問してお祝いを申し上げることはでき
ませんでしたが、皆さまのご健勝をお祈り申し上
げます。
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望
月
さ
ん
の
趣
味
は
ラ
ン
ニ
ン
グ
。「
走
る
の
が
好
き

で
、
体
調
も
メ
ン
タ
ル
も
良
く
な
る
し
、
ダ
イ
エ
ッ
ト
に

も
な
り
ま
す
（
笑
）」
と
の
こ
と
。
昨
年
は
、
町
職
員
有

志
で
マ
ラ
ソ
ン
大
会
に
も
参
加
し
た
そ
う
で
、
職
員
同
士

の
親
睦
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
で
す
。
他
に
も
、

友
達
と
オ
ン
ラ
イ
ン
で
食
事
会
を
す
る
な
ど
、
コ
ロ
ナ
禍

で
も
毎
日
を
楽
し
く
過
ご
せ
る
よ
う
に
工
夫
し
て
い
る

そ
う
で
す
。

　
望
月
さ
ん
は
、
平
成
31
年
に
入
庁
し
た
今
年
2
年
目

の
若
手
職
員
で
す
。
入
庁
当
時
か
ら
税
務
課
で
業
務
を

行
っ
て
い
ま
す
。

　
私
た
ち
の
生
活
を
支
え
る
大
切
な
税
金
の
要
と
な
る

税
務
課
。
税
金
は
教
育
や
福
祉
を
は
じ
め
、
色
々
な
公

共
サ
ー
ビ
ス
の
財
源
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
ひ
と
口
に
税
金
と
い
っ
て
も
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
が
あ

り
ま
す
が
、
望
月
さ
ん
は
「
償
却
資
産
」
を
担
当
し
て

い
ま
す
。
償
却
資
産
税
は
固
定
資
産
税
の
一
つ
で
、
本

町
で
は
近
年
、
力
を
入
れ
て
取
り
組
ん
で
い
る
業
務
で

す
（
償
却
資
産
税
の
詳
細
は
、
次
の
ペ
ー
ジ
に
掲
載
）。

　「
町
の
貴
重
な
財
源
に
な
る
の
で
、
適
正
な
課
税
が

で
き
る
よ
う
に
、
責
任
を
も
っ
て
仕
事
に
取
り
組
ん
で

い
ま
す
」
と
話
す
望
月
さ
ん
。
償
却
資
産
税
は
複
雑
で

あ
る
た
め
、
制
度
に
つ
い
て
一
か
ら
説
明
す
る
こ
と
も

多
い
よ
う
で
、
そ
の
時
は
事
業
者
の
方
に
理
解
し
て
も

ら
え
る
よ
う
に
丁
寧
な
窓
口
対
応
を
心
が
け
て
い
ま

す
。「
制
度
の
説
明
は
難
し
い
で
す
が
、
事
業
者
の
方

に
理
解
し
て
も
ら
い
『
あ
り
が
と
う
』
と
言
っ
て
も
ら

え
た
時
は
嬉
し
か
っ
た

で
す
」
と
、
町
職
員
と

し
て
の
や
り
が
い
を
感

じ
た
よ
う
で
す
。

　
時
に
は
、
現
場
に
出

向
い
て
機
械
・
工
具
・

器
具
・
備
品
な
ど
を
直

接
確
認
す
る
こ
と
も
あ

り
、
精
力
的
に
仕
事
に

取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

税務課　望
もちづき

月   清
さ や か

香

納
税
者
の
信
頼
を
得
ら
れ
る
よ
う
に

▲ 今どき！オンライン食事会

▲ 窓口で対応する望月さん

「適正・公平・迅速」な対応が
求められる税務課で

業務に励む職員を紹介します

　
最
後
に
一
言
。「
知
識
を
増
や
し
て
仕
事
を
レ
ベ
ル
ア
ッ

プ
し
て
、
町
の
た
め
に
自
分
が
で
き
る
こ
と
を
や
っ
て
い

き
た
い
で
す
」

　
税
務
課
の
業
務
の
他
に
も
、「
庁
舎
コ
ン
シ
ェ
ル
ジ
ュ
」

で
窓
口
案
内
を
し
た
り
「
砂
か
け
祭
」
で‶

す
な
丸
体

操
″
を
踊
っ
た
り
と
、
入
庁
し
て
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
経
験

を
し
ま
し
た
。「
今
は
コ
ロ
ナ
で
難
し
い
で
す
が
、
イ
ベ

ン
ト
に
は
た
く
さ
ん
人
が
集
ま
る
、
楽
し
く
明
る
い
町
に

な
っ
て
欲
し
い
で
す
」
と
、
町
職
員
と
し
て
の
思
い
を

語
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

▲ みんなで仲良くゴール

コ
ロ
ナ
禍
で
も
毎
日
を
楽
し
く
！

支えています支えています支えています
町の財源を
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償却資産の申告はお済みですか？

土地や家屋のように登記制度がない為、市町村では償却資産の所有状況全てを把握することが困難です。そのため、
毎年 1月 1日現在の資産状況について申告することが地方税法で定められています。(地方税法第 383条 )

昨年、個別外部監査が行われ、未申告と思われる方への課税事務の提言を受けたことから、順次調査の上、申告
書を提出していただいております。

飲食店

内装工事、厨房設備、接客用家具、
備品、テレビ、レジスターなど

パン焼窯、豆腐製造設備、製麺設備、
業務用冷蔵庫、ミキサーなど

路面舗装、エアコン、塀、フェンス、
植栽、受変電設備、太陽光発電設備、
駐車装置など

食品製造・加工業

賃貸住宅・貸駐車場

内装工事、理・美容イス、理・美容
備品、洗面台、タオル蒸器など

介護用ベッド、X線装置、キャビネット、
手術台、各種医療機器など

ブルドーザー、パワーショベル、フォー
クリフト (自動車税、軽自動車税の対象
は除く )、大型特殊自動車、発電機など

理容業・美容業

病院・薬局

土木・建設

工場・倉庫

製造設備、受変電設備、フォークリ
フト等の大型特殊車両など

商品陳列棚、レジスター、冷凍冷蔵
ストッカー、自動販売機など

給油設備、洗車機、オイルチェン
ジャー、地下タンク、キャノピー、
ポール看板など

商店・小売店

ガソリンスタンド

申告が必要な理由

町の取り組み

申告されなかった場合、所管税務署において税務調査を行い、所得税（または法人税）に関する書類に基づいて課税する場合が
ありますので、あらかじめご了承ください。詳細は町ホームページでもご覧いただけます。
●問い合わせ　税務課　☎内線１７７・１７１

申告が必要な方は？

個人や法人で工場や商店、事務所な
どを経営していたり、駐車場やア
パートを貸し付けていたりするなど
事業を行っている方で、町内にその
事業のための資産を所有している
方。（資産が無い場合もその旨の記
載をし申告をお願いしております。）

対象資産は？

所得税・法人税において、本
来減価償却されるべき性格の
資産が対象となります。
減価償却をし終えた資産で
あっても、事業の用に供する
ことができる状態にある限り
は申告の必要があります。

償却資産とは、土地や家屋以外の事業用資産のことです。
固定資産税が課税されますので、申告の対象となるものを確認しましょう。

※その他、事業の用に供する機械、器具、備品などが該当　　※自動車税および軽自動車税の対象となる車両等については対象外

申告はいつまで？

毎年１月１日現在の資産状況を
１月３１日までに申告します。
本来、事業を開始した翌年度か
らの申告が必要です。（未申告
の場合、地方税法に基づき過去
５年まで遡って申告していただ
いております。）
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※�児童手当及び児童扶養手当、特別児童扶養手当につ
いてマイナンバーの提示が必要となります。提示が
ない場合は申請ができませんので必ずご持参くださ
い。

◇支給対象
中学校卒業まで（１５歳の誕生日後の最初の３月
３１日まで）の児童を養育している方に支給します
（公務員は勤務先からの支給になります）。ただし、
児童が児童福祉施設などに入所したり里親などに委
託したりしている場合、原則として、その施設の設
置者や里親に支給します。

◇支給時期��　
６月、１０月、２月�
（それぞれ前月分までの手当を支給）
◇支給額（１人当たり）
　３歳未満　　　　　　　月額１５, ０００円�　
　３歳以上小学校修了前　月額１０, ０００円
　�（第３子以降は月額１５, ０００円）
　中学生　　　　　　　　月額１０, ０００円�
※�支給者の所得が制限額以上の場合、児童手当の支給
はありませんが、特例給付として月額一律5,000円
を支給します。
※�児童手当の新規申請、額改定（第２子以降）の請求
は、出生の翌日から１５日以内の申請が必ず必要で
す。手続きが遅れますと、遅れた月分の手当を受け
ることができませんのでご注意ください。
※�児童手当各手続きにて、電子申請サービスをご利用
いただけます。詳細につきましてはお問い合わせく
ださい。

手当の支給対象や支給時期などについて

◇支給対象  　
父または母と生計を同じくしていない児童を養育し
ている場合や、父または母が心身に障がいのある場
合に、その児童を養育している父または母（または
養育者）に対して手当を支給します。なお、児童が
１８歳に達した年度末までが手当の支給の対象とな
ります。児童が政令で定める障がいを有する時に
は、児童が２０歳に達するまで支給します（所得制
限があります）。ただし、児童が児童福祉施設など
に入所している場合には支給しません。また、公的
年金を受給する方は児童扶養手当を受給できません
でしたが、年金額が児童扶養手当額より低い方は、
その差額分の児童扶養手当を受給できる可能性があ
ります。

◇支給時期��　
　５月、７月、９月、１１月、１月、３月

◇支給対象  　
政令で定める程度の障がいを有する児童を監護して
いる父または母（または養育者）に手当を支給しま
す。なお、児童が２０歳に達するまで支給します
（所得制限があります）。ただし、児童が児童福祉施
設などに入所している場合や、児童が障がいを事由
とする公的年金を受給できる場合には支給しませ
ん。

◇支給時期
　４月、８月、１１月

◇問い合わせ　子育て支援課　☎内線１８４、１６８

「児童手当・児童扶養手当・
特別児童扶養手当」のお知らせ

児童扶養手当

特別児童扶養手当

児童手当
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　新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための措置に起因し、厳しい経営環境に直面し
ている中小事業者等に対して、事業用家屋と償却資産に係る令和 3 年度固定資産税の負担が
軽減される法律が施行されました。具体的には、以下の要件を満たす中小事業者等（原則とし
て業種限定せず）が対象とされ、以下に掲げる割合が軽減されます。

30％以上 50％未満減少している場合

令和 2 年 2 月～ 10 月までの任意の連続する 3 ヶ月間の売上高が
前年の同期間と比べて

50％以上減少している場合

2 分の 1

全額

新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の
令和 3年度固定資産税軽減措置について

●対象　　　中小事業者等（資本金の額又は出資金の額が 1億円以下の法人、資本又は出資を有し
　　　　　　ない法人または個人で、常時使用する従業員の数が１，０００人以下に限る）※ただし、
　　　　　　風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第 2条第 5項に該当する者は対象外
●申告期限　認定経営革新等支援機関等の認定を受けた上で、令和 3年 1月 4日～ 2月 1日までに
　　　　　　窓口で申告してください。※虚偽の申告をされた場合は罰則があります。
●軽減期間　令和 3年度固定資産税を 1年度分に限り軽減
●対象資産　事業の用に供する家屋、償却資産
●申請書類　◎新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対す
　　　　　　　る固定資産税の課税標準の特例措置に関する申告書
　　　　　　◎収入減を証する書類（対前年同期間比減少を示す会計帳簿、青色申告決算書の写し等）
　　　　　　◎家屋が事業用と他の用途に分かれている場合は事業用割合を示す書類（青色申告決
　　　　　　　算書等）
※詳しくは、河合町、中小企業庁のホームページを参照ください。

新型コロナウイルス感染症に伴う
先端設備に該当する固定資産税の軽減について

　生産性革命の実現に向けた償却資産に係る特例で、新型コロナウイルス感染症の影響を受け
ながらも新規に設備投資を行う中小事業者等の支援として所有されている先端設備等のうち、
事業用家屋及び構築物を加え、対象を拡充することとなりました。

●対象　　　中小事業者等（資本金の額又は出資金の額が 1億円以下の法人、資本又は出資を有し
　　　　　　ない法人または個人で、常時使用する従業員の数が１，０００人以下に限る）が対象
●軽減期間　該当する固定資産税が 3年度分ゼロに軽減
●対象資産　認定先端設備等導入計画に位置付けられた一定の要件を満たした事業の用に供する家
　　　　　　屋及び構築物（償却資産）
●申請書類　◎課税標準の特例適用申請書
　　　　　　◎中小企業等経営強化法の経営力向上設備及び生産性向上特別措置法の先端設備等に
　　　　　　　係る生産性向上要件証明書
　　　　　　◎認定先端設備等導入計画書及び認定書の写し
※先端設備等については、原則、先端設備導入計画の認定後に取得すること

●問い合わせ　税務課　☎内線１７２、１７０

●問い合わせ　税務課　☎内線１７２、１７０

●法人：河合町を本店所在地として、法人登記されている中小企業等
　　　　中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項から第４項に規定する
　　　　中小企業者または中小企業基本法第２条第５項に規定する小規模企業者等をいう
●個人事業者等：河合町に住民登録のある個人事業者（フリーランスの方を含む）
　　　　　　　　令和２年２月末までに住民登録されており、現在も住民登録があること

※申請書等の関係書類は、地域活性課窓口で配布または町ホームページからダウンロードできます。

●問い合わせ　地域活性課　☎内線１９３・１９６

●河合町中小企業者等事業継続支援金の給付を受けた者
●暴力団対策法上の暴力団等に関する事業者
●宗教法人、社会福祉法人、学校法人、医療法人、各種共同組合等
●事業の目的・趣旨の対象でないと本町が判断する者（保険外交員、会社員による副業等）

コロナに負けるな！がんばろう！かわいの事業者
新型コロナウイルス感染症克服応援給付金

対象となる町内中小企業・個人事業者等の皆さま

対象外となる事業者さま

　新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う全国的な行動自粛等による消費減退によって、
経営上の影響を大きく受けた町内中小企業や個人事業者などに対し、今後の事業継続の支
援を目的に、「新型コロナウイルス感染症克服応援給付金」を支給します。

【申請期間】１０月１日（木）～１１月３０日（月）
　　　　　  ※申請額が予算額に達した時点で、申請期間内でも受付を締め切る場合が           
                             あります。

【給付額】     一事業者あたり１０万円
　　            ※給付には一定の要件があります。詳しくはホームページをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症関連情報
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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
さ
れ

た
方
が
全
国
各
地
で
相
次
い
で
確
認
さ

れ
る
中
、
外
国
人
、
感
染
者
、
濃
厚
接

触
者
、
医
療
従
事
者
な
ど
に
対
す
る
誹

謗
中
傷
や
根
拠
の
な
い
差
別
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ

で
の
誹
謗
中
傷
な
ど
、
人
権
を
侵
害
す

る
事
象
が
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
い
か
な

る
場
合
で
も
、
不
当
な
差
別
、
偏
見
、

い
じ
め
な
ど
は
決
し
て
許
さ
れ
る
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
関

連
す
る
憶
測
、
デ
マ
、
不
確
か
な
情
報

に
惑
わ
さ
れ
ず
、
人
権
侵
害
に
つ
な
が

る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
行
政
機
関
の
提

供
す
る
正
確
な
情
報
に
基
づ
き
、
冷
静

に
行
動
し
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願

い
し
ま
す
。

人
権
に
関
す
る
相
談
窓
口

「
み
ん
な
の
人
権
１
１
０
番
」

☎
０
５
７
０・
０
０
３・
１
１
０（
平
日：

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分
）

●
問
い
合
わ
せ

　
生
涯
学
習
課

　
☎
57・２
２
７
１

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
経

済
対
策
と
し
て
、
令
和
２
年
４
月
分
の

児
童
手
当
を
受
給
し
て
い
る
世
帯（
４
月

か
ら
新
高
校
１
年
生
の
児
童
の
場
合
は
、

令
和
２
年
３
月
分
を
受
給
し
て
い
る
世

帯
）に
対
象
児
童
１
人
に
つ
き
１
万
円
を

上
乗
せ
す
る
臨
時
特
別
給
付
金
を
支
給

す
る
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。

　
勤
務
先
で
児
童
手
当
を
受
給
さ
れ
て

い
る
公
務
員
の
方
は
、
所
属
庁
で
の
証

明
を
受
け
、
申
請
書
と
振
込
先
が
分
か

る
物（
通
帳
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
）の

写
し
を
子
育
て
支
援
課
ま
で
忘
れ
ず
に

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ　
子
育
て
支
援
課

　
　
　
　
　
　
　
☎
内
線
１
６
８

●
支
給
額　
１
人
10
万
円

※ 

詳
細
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ　
子
育
て
支
援
課

　
　
　
　
　
　
　
☎
内
線
１
６
８

　
Ｒ
Ｕ
Ｎ
伴
と
は
、
認
知
症
の
ご
本
人

と
そ
の
家
族
、
支
援
者
た
ち
が
１
つ
の

た
す
き
を
全
国
各
地
に
つ
な
い
で
走
る
、

認
知
症
の
啓
発
を
目
的
と
し
た
イ
ベ
ン

ト
で
す
。

　
昨
年
は
多
く
の
方
に
ご
協
力
い
た
だ

き
開
催
し
ま
し
た
が
、
今
年
度
に
つ
き

ま
し
て
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感

染
拡
大
防
止
を
踏
ま
え
て
中
止
と
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
今
後
も
皆
さ
ま
と
一
緒
に
、
認
知
症
を

「
他
人
事
」で
は
な
く「
自
分
事
」と
し
て
考

え
、
地
域
で
支
え
合
い
が
で
き
る
町
を
目

指
し
て
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と
思
い
ま

す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

● 

問
い
合
わ
せ　
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー　
☎
内
線
１
３
１

【
町
民
ハ
イ
キ
ン
グ
】　
11
月
22
日（
日
）

【
町
民
マ
ラ
ソ
ン
】　
12
月
６
日（
日
）

　
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課　
☎
56・４
６
０
０

新型コロナウイルス感染症関連情報
人
権
へ
の
配
慮
を
お
願
い
し

ま
す

お
済
み
で
す
か
？

公
務
員
対
象  

子
育
て
世
帯
へ

の
臨
時
特
別
給
付
金

Ｒ
Ｕ
Ｎ
伴
（
ら
ん
と
も
）

中
止
の
ご
案
内

行
事
・
イ
ベ
ン
ト
な
ど
の
中
止

※
昨
年
の
イ
ベ
ン
ト
の
様
子

新
生
児
対
象

臨
時
特
別
出
産
祝
い
金
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Town meeting

タウンミーティング
開催

タウンミーティング
開催

タウンミーティングを
開催します

　町の将来ビジョンを示す「河合愛ＡＩ構想」の具体化（案）をまとめました。町長から
皆さまにその概要をお伝えし、議論を深めていきます。
　なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため事前申し込み制とし、参加人数に制限
を設けています。ご了承ください。

かわい あい こうそう

申し込み方法

■ １０月１日（木）から電話または町ホームページの入力フォームから【午前の部】【午後の部】の
　 どちらかにお申し込みください。　 
　 ☎広報広聴課　内線２１１

申し込み期限

■ １０月１４日（水）　※定員になり次第終了

新型コロナウイルス感染症対策

■ マスクの持参、着用をお願いします。
■ 申し込みが完了していても、当日に風邪や発熱等の症状がある場合は来場を
　 お控えください。施設入り口のサーモマネージャーで、高い体温を感知した
　 場合は入場をご遠慮いただきます。

■ 問い合わせ　広報広聴課　☎内線２１１

と　き

■ 午前の部　午前１０時～ ( 先着３０名 )
　　　　　　 まほろばホール（小ホール）

■ 午後の部　午後１時３０分～ ( 先着３０名 )
　　　　　　 中央公民館（集会室）

１０月１７日１０月１７日１０月１７日（土）

その他

■ 資料は、１０月１２日（月）までに町ホームページへ掲載します。
■ 資料掲載と同日から１０月３０日（土）までパブリックコメントを募集します。
■ 役場出張所、中央公民館、豆山の郷に資料とアンケート用紙を設置します。

▲昨年の様子



※現在は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、人数制限をして開催しています。

昔から運動をしているので、
体を動かすことが好きです。
しゃきっと教室で、我流の体
操を皆さんに教えていて、体
操の時に使う‟棒” を手作りし
て皆さんに配りました。

●毎朝一時間ほどウォーキングをしています。他にはヨガを
　３０年以上、いろんなお稽古やグラウンドゴルフなど、毎
　日することがいっぱいです。
●一人暮らしでなので、みんなで一緒に過ごすことが楽しい
　です。特に今は、何もイベントがないので、しゃきっと教
　室を楽しんでいます。
●月２回のお花のお稽古と、家事を毎日しています。

●毎日２０００歩以上歩くこ
　とを目標にしています。
●家で大きな声を出して本を
　読んでいます。
●ウォーキングも何もしてい
　ないですが、やっぱり笑う
　ことが一番です！

　地域で住民の方が主体となって開催している「しゃきっと教室」。
　星和台のしゃきっと教室にお邪魔すると、半数以上の方が８０歳
以上で、皆さん体を動かすことをとても楽しまれていました。健康
的な皆さんに秘訣を聞いてみました。

　今年度、本町在住で 100 歳を迎えられる方が 10 名いらっしゃいます。毎日をいきいきと楽しく過ご
しておられる皆さんに元気の秘訣を探ってきました。
　「健康寿命」とは、病気などで日常生活が制限されるこ
となく健康的な毎日を送ることができる期間を言います。
実は、河合町は健康寿命が長い町だとご存じですか。県内
や全国と比べても平均より上回っています。

全  国

65.2 歳

65.8 歳

奈  良

65.7 歳

67.1 歳

河  合

65.9 歳

67.4 歳女

男

（平成２９年調査）

適
切
な
食
生
活

主
食
、
主
菜
、
副
菜
を
バ
ラ
ン
ス

よ
く
と
り
、野
菜
多
め
の
メ
ニ
ュ
ー

や
果
物
を
適
度
に
取
り
ま
し
ょ
う
。

塩
の
取
り
過
ぎ
は
、
高
血
圧
に
よ

る
循
環
器
疾
患
だ
け
で
な
く
胃
が

ん
の
リ
ス
ク
を
高
め
る
こ
と
が
わ

か
っ
て
い
ま
す
。

十
分
な
睡
眠

健
や
か
な
睡
眠
が
あ
っ
て
こ
そ
十

分
な
休
養
を
と
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
規
則
正
し
い
生
活
を
行
う
と

体
内
時
計
が
整
い
、
ホ
ル
モ
ン
分

泌
や
生
理
的
な
活
動
を
調
整
し
快

眠
へ
導
き
ま
す
。

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

へ
の
参
加

高
齢
者
の
健
康
維
持
の
た
め
に
は

上
記
の
よ
う
な
生
活
習
慣
の
見
直

し
の
ほ
か
、
他
者
と
の
相
互
関
係

を
伴
う
活
動
も
重
要
で
す
。
例
え

ば
、
経
済
を
維
持
す
る
た
め
の
就

労
活
動
を
は
じ
め
、
地
域
の
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
活
動
や
、
学
習
な
ど
の

自
己
啓
発
活
動
に
勤
し
む
の
も
よ

い
で
し
ょ
う
。
積
極
的
な
社
会
参

加
は
新
し
い
友
人
を
得
る
き
っ
か

け
や
生
活
の
充
実
感
を
与
え
て
く

れ
る
ほ
か
、
介
護
予
防
と
し
て
も

有
効
で
す
。

生
活
習
慣
病
を
予
防

生
活
習
慣
病
と
は
、
食
習
慣
、
運

動
習
慣
、
休
養
、
喫
煙
、
飲
酒
な

ど
の
生
活
習
慣
に
よ
り
引
き
起
こ

さ
れ
る
病
気
の
こ
と
で
、
が
ん
、

循
環
器
疾
患
、
糖
尿
病
な
ど
が
あ

り
ま
す
。
生
活
習
慣
病
は
、
健
康

長
寿
の
最
大
の
阻
害
要
因
と
な
る

た
め
、
生
活
習
慣
病
の
こ
と
を
知

り
予
防
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

適
度
な
運
動

適
度
な
運
動
は
病
気
の
リ
ス
ク
を

下
げ
ま
す
。
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
な
ど

の
有
酸
素
運
動
や
足
腰
を
強
く
す

る
た
め
の
筋
力
強
化
運
動
な
ど
が

効
果
的
で
す
。
適
切
な
運
動
量
に

は
個
人
差
が
あ
る
の
で
、
無
理
せ

ず
に
継
続
で
き
る
運
動
を
し
ま

し
ょ
う
。

自
立
度
の
低
下
は

健
康
寿
命
の
危
険
信
号

健
康
寿
命
を
延
ば
す
た
め
に
は
、

心
身
と
も
に
自
立
し
、
健
康
的
に

生
活
で
き
る
期
間
を
延
ば
さ
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
寝
た
き
り
や

要
支
援
・
要
介
護
状
態
へ
の
移
行

は
健
康
寿
命
の
大
敵
で
す
。
本
人

だ
け
で
な
く
家
族
な
ど
周
囲
の
人

に
対
し
て
も
負
担
を
か
け
る
こ
と

に
つ
な
が
り
ま
す
。

石原さん (76)

池島さん (89) 関戸さん (85)岡田さん (88)

村上さん (90) 川上さん (80)岡本さん (83)

町内の皆さんの　‟いきいき” の秘訣

健康長寿健康長寿健康長寿 の河合町

　８月２８日（金）～９月２日（水）まで奈良県文化会館で開催
された「第４９回奈良県高齢者美術展」において、本町より３名
の方が入賞されました。趣味を持つことも「元気の源」のようです。
　元気に活躍されている皆さんのように「健康寿命」を延ばして、
毎日を楽しくいきいきと過ごしましょう。

楽しい老人クラブ活動で
 ‟生きがい” と ‟健康長寿” と ‟地域貢献” の人生を！

楽しい老人クラブ活動で
 ‟生きがい” と ‟健康長寿” と ‟地域貢献” の人生を！

老人クラブ連合会 会長
吉田 勝行さん

　
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会
会
長
、
吉
田
さ
ん

に
話
を
伺
い
ま
し
た
。「
老
人
ク
ラ
ブ
と
聞

く
と
『
自
分
は
ま
だ
そ
ん
な
年
齢
じ
ゃ
な

い
』
と
い
う
人
も
い
る
の
で
す
が
、
高
齢

者
が
集
ま
る
場
所
と
い
う
こ
と
じ
ゃ
な
く

〝
み
ん
な
で
楽
し
く
毎
日
を
過
ご
し
ま

し
ょ
う
〟
と
い
う
こ
と
を
目
的
に
活
動
す

る
場
な
ん
で
す
」
と
吉
田
さ
ん
。
会
員
の

半
数
以
上
が
女
性
で
「
女
性
の
力
は
大
き

い
で
す
よ
。
女
性
部
の
皆
さ
ん
は
、
た
く

さ
ん
意
見
を
出
し
て
く
れ
ま
す
。
女
性
が

キ
ラ
キ
ラ
と
輝
け
る
よ
う
に
後
押
し
す
る

こ
と
で
、
私
た
ち
男
性
陣
も
頑
張
れ
る
ん

で
す
」
と
、
皆
さ
ん
楽
し
み
な
が
ら
活
動

さ
れ
て
い
ま
す
。

　
吉
田
さ
ん
が
老
人
ク
ラ
ブ
に
入
っ
た

き
っ
か
け
の
一
つ
に
、
奥
さ
ま
の
存
在
が

あ
り
ま
し
た
。
会
社
勤
め
を
し
て
い
る
間
、

奥
さ
ま
は
自
治
会
や
地
域
活
動
に
積
極
的

に
取
り
組
ま
れ
て
い
た
そ
う
で
す
。
そ
の

姿
を
見
て
「
自
分
も
何
か
頑
張
ら
な
け
れ

ば
、
見
習
い
た
い
」
と
い
う
思
い
が
芽
生

え
た
と
の
こ
と
で
す
。
現
在
は
、
２
月
に

開
催
予
定
の
「
高
齢
者
作
品
展
」
に
向
け

て
活
動
さ
れ
て
い
ま
す
。
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募　集

Let's ポタリング　～河合のまち貸します事業～

河合のまちで自然とあそぼう！たのしもう！
自然との絆を結び、感性と生きる力を育むネイチャーゲーム自然教室　

～河合のまち貸します事業～

●と　き　　１１月８日（日）
　　　　　　午前９時３０分～午後１時３０分
　　　　　　（午前９時受付開始）　※小雨決行
●集合場所　まほろばホール
●対　象　　１人で自転車に乗れる方　※１８歳未

満の方は保護者の同意書が必要
●参加費　　２０歳以上：１, ０００円
　　　　　　（JSA奈良登録・NCA会員５００円）
　　　　　　小学生以上～１９歳：５００円
　　　　　　※小学生未満は無料
●定　員　　３０名
●申し込み　下記のFAX、HP（二次元コー

ド）からお申し込みください。
　　　　　　FAX：３２－４７１７
　　　　　　HP：

●締　切　　　１１月２日（月）
　　　　　　　※定員になり次第締め切り
●問い合わせ　西和サイクルツーリズムの会
　　　　　　　（担当：中島）
　　　　　　　☎０８０－６１８８- ７２６０
　　　　　　 seiwarinrin@gmail.com

　町内のコースを探索し、地域の新しい発見や自転車活用の理解を深めるサイクリングイベントを実施しま
す。参加者が町内を走行しますので、交通事故防止にご協力お願いします。
※インターネット環境がある方は、ご自宅でスマホやテレビなどを使って、イベントに参加することも可能
です。詳しくは、下記までお問い合わせください。

●と　き　　１０月３１日（土）　午前１０時～１２時
　　　　　　（午前９時４０分受付開始）　※小雨決行
●ところ　　豆山の郷
●対　象　　小学生
●参加費　　無料
●定　員　　１５名（先着順）
●持ち物　　筆記用具、マスク、水筒
●服　装　　帽子、運動靴、長袖長ズボン
　　　　　　※屋内外での活動のため、体温調整し

やすい服装
●その他　　・ 定員になり次第締め切り
　　　　　　・ 保護者の同伴も可能
●申し込み　二次元コードを読み取り、

申し込みフォームに必要事項を記入の
上、お申し込みください。送信後２日

経っても返信の無い場合は、下記まで
お問い合わせください。

●締　切　　１０月２０日（火）
●問い合わせ　奈良県シェアリングネイチャー協会
　　　　　　　（担当：山川）
　　　　　　　☎０９０－９０９７－７０１０
　　　　　　　 nara.naturegame@gmail.com

　自然の中で「みる」「きく」「ふれる」などの感覚を楽しむネイチャーゲームやミニ工作などを豆山の郷で実施
します。普段は見落としがちな植物や生き物のユニークな形を観察したり、耳を澄まして聞こえてくる音の
地図を描いてみたり……。特別な知識がなくても、人と感じ方は違っても、みんなで一緒に発見する自然の
楽しさを味わいましょう！

※�参加される方は新型コロナウイルス感染症
対策を徹底してください。

※�参加される方は新型コロナウイルス感染症
対策を徹底してください。
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募　集

令和３年度　こども園・保育園　新規入園募集開始

自衛官等を募集します

●用紙配布場所　子育て支援課　役場出張所
　　　　　　　　※�申請用紙は１０月１日（木）から

配布開始

＊先着順ではありません。保育を必要とする事由を総合的に
審査し決定します。
＊令和３年７月以降の申し込みについては通常通り、入所希
望月の３ヶ月前からの受付となります。
＊第二次募集については、第一次募集に空きがある場合のみ
の選考となります。

●問い合わせ　子育て支援課　☎内線１８４

＜受付期間＞
【第一次募集】 １１月２日（月）～１１月１３日（金）
【第二次募集】 １２月１日（火）～１２月１１日（金） 

※午前９時～午後５時（土日祝日を除く）

●配布時間　午前９時～午後５時（土日祝日を除く）
●提出場所　子育て支援課のみ

【自衛官候補生（陸・海・空自衛隊）】
●応募資格　　１８歳以上３３歳未満
●受付期間　　随時
●試 験 日　　受付後に指定

【防衛大学校学生】
●応募資格　　高校等卒（見込含む）１８歳以上２１歳未満
●受付締切　　一般／１０月２２日（木）
●試 験 日　　一次試験　一般／１１月７日（土）８日（日）
※４年間の陸・海・空の各幹部候補生学校を卒業後、幹部自
衛官となる

●問い合わせ　奈良地方協力本部
　　　　　　　自衛隊橿原地域事務所
　　　　　　　☎０７４４－２９－９０６０

　令和３年度（令和３年４月～６月）の入園受付を開始します。新規に入園を希望される方は、次の期間内に
必ず必要書類を全て揃えてから提出してください。

町外保育園へ通園をご希望の方
　入園申込書の配布・申請は本町になりますが、
受付期間が異なるため、あらかじめ当該市町村
へご確認ください。
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健康・医療

文化・教育

福祉スポーツ

その他生活・環境

●と　き　　　１０月１日（木）～令和３年１月末日
●自己負担金　今年度に限り無料
●対　象　　　  以下の①、②のうち、自らの意思と責任

で接種を希望する方
　　　　　　　①６５歳以上の町内在住の方 
　　　　　　　② ６０歳～６４歳までの町内在住で次に

該当する方（身体障害者手帳１級相当）
　　　　　　　・ 心臓、腎臓、呼吸器の機能に自己の身

辺の日常生活が極度に制限される程度
の障害のある方など

●持ち物　　　保険証、②の方は身体障害者手帳
●申し込み　　  各医療機関に予約してから受診してくだ

さい。
※ 実施医療機関については、町ホームページをご覧くだ

さい。
※ 予診票は、各医療機関に置いています。
※ 王寺広域(平群町・三郷町・斑鳩町・王寺

町・安堵町・上牧町)の医療機関でも受け
られます。

※ その他の市町村で接種される場合は、保健センターへ
お問い合わせください。

　胃内視鏡・肺・乳・子宮・大腸がん、肝炎ウイルス健診は
１２月２８日（月）まで。
　大腸がん健診以外は保健センターまでお申し込みくだ
さい。
●問い合わせ　保健センター　☎５６－６００６

　健診期間は、１１月３０日（月）までです。受診希望の
方は期間内に受けてください。
●問い合わせ　保健センター　☎５６－６００６

高齢者インフルエンザ予防接種

医療機関　個別健診

後期高齢者健康診査

　１０月１日（木）から３０日（金）の間、焼却施設の一部
修繕工事を実施します。焼却処理量の低下が見込まれる
ため、ごみ減量化になお一層のご協力をお願いします。
　また、清掃工場へのごみ持込も極力控えていただきま
すよう、お願いします。
●問い合わせ　環境衛生課　☎３２－０７０６

焼却施設修繕工事に伴う
ご協力のお願い

【救急車の適正な利用のお願い】
　救急車の出場件数が年々増加しています。出場件数が
多くなれば、遠方の救急隊が出場する事態になり、現場
到着時間が遅れるため重傷患者などを迅速に搬送できな
くなります。救急車を呼ぼうか迷ったときは、下記の相
談ダイヤルをご利用ください。相談員が電話で応急手当
のアドバイスや診察可能な医療機関をご案内します。限
りある救急車を、迅速に利用できる環境づくりにご協力
をお願いします。

　　奈良県救急安心センター相談ダイヤル
　　♯７１１９（小児については ♯８０００）

【住宅用火災警報器は取り付けましたか？】
　住宅用火災警報器は、新築・既存住宅を問わず全ての
住宅に設置が義務づけられています。設置場所として
は、寝室・階段です。任意設置となっていますが、台所
や居間への取り付けも推奨します。種類は「煙式」と「熱
式」があり、寝室や階段には「煙式」の検定合格証票マー
クが貼られているものを購入しましょう。１０年を目安
に交換をおすすめします。

●問い合わせ　西和消防署　☎７３－１００１

西和消防署からのお知らせ
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健康カレンダー

　　成人健康相談（生活習慣病予防）
●とき・ところ　１０月９日（金）　保健センター
　　　　　　　　１０月２８日（水）　図書館
　　　　　　　　午前１０時～１１時
●対　象　町内在住の成人
●内　容　血圧測定・尿検査・個別相談・栄養相談
●持ち物　健康手帳

　　乳児健診
●とき・ところ　１０月１日（木）　保健センター
●受　付　午後１時３０分～３時
●対　象　令和２年４月２７日～令和２年６月

２０日生まれの児
　　　　　※対象児には通知します。
●持ち物　母子健康手帳、問診票

　　10ヶ月児健診
●とき・ところ　１０月１日（木）　保健センター
●受　付　午後２時～３時
●対　象　令和元年１１月・１２月生まれの児
　　　　　※対象児には通知します。
●持ち物　母子健康手帳、問診票

　　１歳６ヶ月児健診
●とき・ところ　１０月２７日（火）　保健センター
●受　付　午後０時４５分～２時
●対　象　平成３１年１月１日～３月２１日生

まれの児
　　　　　※対象児には通知します。
●持ち物　母子健康手帳、問診票

　　乳幼児相談
●とき・ところ
１０月１日（木）・１１月５日（木）　保健センター
午前９時１５分～１０時３０分
１０月２８日（水）　図書館　午前１０時～１１時
●対　象　町内在住の乳幼児・妊産婦
●内　容　計測・各相談（栄養・育児・歯科・授乳）
※１０月１日（木）は歯科衛生士による歯科相談
※１１月５日（木）は助産師による授乳相談
●持ち物　母子健康手帳

　　３歳６ヶ月児健診
●とき・ところ　１０月２７日（火）　保健センター
●受　付　午後１時４５分～２時３０分
●対　象　平成２９年３月～・平成２９年４月

２７日生まれの児
　　　　　※対象児には通知します。
●持ち物　母子健康手帳、問診票

　　ぷちサロン（乳幼児相談の時に開催）
●とき・ところ
１０月１日(木）・１１月５日(木）　保健センター
午前９時１５分～１０時３０分
●対　象　町内在住の乳幼児・妊産婦
※乳幼児相談時に遊べるスペースを設けていま
す。（予約不要）

※新型コロナウイルス
感染症拡大防止のた
め、必要に応じ延期
などの措置をとる場
合があります。ま
た、健診対象者を変
更する場合がありま
す。当日、風邪の症
状や発熱、倦怠感な
どがある際は事前に
ご連絡ください。

※ 送迎等でお越しの方
保健センター前の道
路はスクールゾーン
のため、午前７時
３０分～９時までは
進入禁止となってい
ます。

●問い合わせ　保健センター　☎５６－６００６

　エレベーターの耐震
機能などを追加するた
め、改修工事を行いま
す。工事期間中、エレ
ベーターが利用できま
せん。大変ご不便をお
かけしますが、ご理解とご協力をお願いします。
●ところ　JR法隆寺駅南北自由通路
　　　　　北側及び南側エレベーター
●期　間
　北側エレベーター　１１月９日（月）～１２日（木）
　南側エレベーター　１１月２４日（火）～２７日（金）
※工事状況により、期間が前後する場合があります。
※ 工事期間中でもエスカレーターと階段は通常どおり利

用できます。
●問い合わせ　斑鳩町都市整備課　☎７４－１００１

　１０月１日（木）より１ヶ月間、新規採用職員が研修の
一環として庁舎エントランスで案内係となり皆さまをお
迎えします。庁舎のことは、お気軽にお尋ねください。
●と　き　　　１０月１日（木）～３０日（金）
　　　　　　　午前９時３０分～１１時３０分
　　　　　　　午後１時３０分～３時３０分
●問い合わせ　総務課　☎内線２２５

「庁舎コンシェルジュ研修」を
実施します

JR法隆寺駅南北自由通路
エレベーターの一時利用停止

１０月１日（木）から、定期ロタウイルスワクチン接種開始
●対　象　・令和２年８月１日以降生まれの児
　　　　　・１０月１日以降にワクチンを接種した児
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　１０月１９日（月）～２５日（日）までの一週間は「行政
相談週間」です。
　登記・年金・保険・雇用などについて、わからないこと、
身近な困りごとがありましたら、行政相談委員が開設
する行政相談所でお気軽におたずねください。相談は無
料・秘密厳守です。
＜行政相談委員が開設する行政相談所＞
●と　き　１０月２２日（木）
　　　　　午前１０時３０分～午後３時３０分
●ところ　りーべる王寺東館　５階
　　　　　リーベルホール（王寺町地域交流センター）
　　　　　王寺町久度２－２－１－５０１
　　　　　☎３３－３０００
●参加機関（予定）

奈良地方法務局、奈良労働局、日本年金機構、奈良
県、奈良県警察本部、王寺町、奈良弁護士会、奈良県
司法書士会、近畿税理士会葛城支部、奈良県社会保険
労務士会、行政相談委員、奈良行政監視行政相談セン
ター（１２機関）

●問い合わせ　奈良行政監視行政相談センター
　　　　　　　☎０７４２（２４）１１００

 ◎「 高齢で耕作できなくなった農地を誰かに管理し
てほしい。」

◎「 農地を相続したけど農業はしないので、誰かに
貸したい。」

 ◎「農業経営を拡大したいので農地を借りたい。」
 ◎「新規に本格的に農業を始めるので農地を借りたい。」 
と、お考えの方は、『なら担い手・農地サポートセン
ター』へご相談ください。 
農地の出し手（貸したい方）から農地を借り受け、受け手（借りたい方）へマッチングします。

●募集期間
　出し手（貸したい方）：随時受付
　受け手（借りたい方）：随時受付し、年６回公表します。
●対象農地　農業振興地域内の農地
※ センターが農地を借り受ける条件は、農地として利用

が困難でないこと、十分な受け手が見込めることです。
※ 受け手の氏名・希望地区等をインターネットで公表し

ます。公表は、６月、８月、１０月、１２月、２月、
４月の６回行います。

●問い合わせ
　公益財団法人　なら担い手・農地サポートセンター
　（農地中間管理機構）
　〒６３４－００６５　橿原市畝傍町５３番地
　☎０７４４－２１－５０２０          
　ＨＰ：http://www.nara-ninanou.sakura.ne.jp/

なら担い手・農地サポートセンターは、法律に基づき
県知事の指定を受けた公的機関です。安心してご利用
ください。

健康・医療

文化・教育

福祉スポーツ

その他生活・環境

奈良県最低賃金が改定されました

奈良県最低賃金

令和2年10月1日発効
奈良労働局賃金室 0742ー32ー0206

円838

行政相談週間のお知らせ

農地を借りたい方、貸したい方を募集 !!
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お母さんが見守りながら、お子さまと安心して遊べる「つどいの広場」を開催しています。
お母さん同士、和気あいあいとお話ができ、保育教諭に子育ての相談などもできます。

気軽にお立ち寄りください。
●と　き　月・水・金曜日　午前９時３０分～１２時
●ところ　かがやきの森こども園内　子育て支援室
　　　　　※ こども園正面玄関からは入れません。つどいのひろば入り口よりお入りください。また、車でお

越しの際はこども園前の駐車場は使用できませんので、町民プール横駐車場をご利用ください。
●対　象　町内在住の未就園児と保護者
●お願い　利用時、保護者の方は必ずマスクの着用をお願いします。
　　　　　検温のご協力をお願いします。（来所時に測定させていただきます。）
　　　　　密を避けるため、入れ替えや時間制限などのご協力をお願いする場合があります。
●問い合わせ　かがやきの森こども園　☎５８－２３５０

　がんは早期発見、早期治療が大切です。定期的に検診を受けましょう。

種類 検査の内容 対象 定員（先着） 費用

乳がん検診

問診・マンモグラフィ
※現在乳房の病気で治療中または、経
過観察中の方、妊娠中・授乳中・断乳
中の方、心臓ペースメーカーを装
着、豊胸術などを受けている方は受
けられません。

満４０歳以上の
女性 ４０名

４０歳～４９歳
２，５００円（二方向）

５０歳以上
１，５００円（一方向）

子宮頸がん検診 頸部細胞診検査
※生理中の方はご遠慮ください。

満２０歳以上の
女性 ７０名 １，０００円

大腸がん検診
受付後に採便容器を送付します。検査
当日に提出してください。（便に血が混
じっているかを調べる検査）

満４０歳以上の
町内在住の方 ５０名 ５００円

乳がん・子宮頸がん・大腸がん検診【がん集団検診】
子宮頸がん・乳がん検診は、２年に１回

●と　き　　１１月１９日（木）　午後１時～３時
　　　　　　（混雑を避けるため申し込み時に時間指定）
●ところ　　保健センター
●持ち物　　健康手帳
●申し込み　  １０月５日（月）より保健センターへ電話ま

たは町ホームページリンク集「ｅ古都なら」
からお申し込みください。

●その他
・ 生活保護世帯の方は無料。１種類のみの検診申し込

みもできます。

・ 保健センターの駐車場は利用不可。公共交通機関を
ご利用ください。

・ 送迎等でお越しの方について、保健センター前の道
路はスクールゾーンのため、午前７時３０分～９時
までは進入禁止となっています。

・ 昨年度、町の子宮頸がん及び乳がん検診を受けた方
は、今年度受けることができません。

・ 町の検診は、個別検診か集団検診のどちらか１回限
りです。

●問い合わせ　保健センター　☎５６－６００６
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　スマートフォンやパソコンなどの機器がない方には、役場で申し込み手続きの支援を行いますので、住民
福祉課（⑤番窓口）までお越しください。
●問い合わせ　住民福祉課　☎内線１６３

　マイナンバーカードの健康保険証としての利用が、令和３年３月から順次始まる予定です。利用するため
には、事前に登録が必要です。※従来の健康保険証も引き続きご利用できます。

マイナンバーカードが

健康保険証として利用できるようになります！

令和３年
３月（予定）
から

マイナポータル保険証利用ページ
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火災・救急などの出場状況
8 月中 本年累計

河合町
火災 1 件 4 件

救急 68 件 528 件

8 月中 本年累計

西和管内
火災 2 件 23 件

救急 625 件 4,484 件

西和消防署より

人権・行政・心配ごと相談
　家庭のことから国の仕事まで、人権擁護委
員・行政相談委員・民生委員が相談に応じます。
とき　10月16日（金）　午後１時〜４時
ところ　豆山の郷
問い合わせ　総務課　☎内線226・227

※�新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、延期または中止となる場合があります。

無料法律相談
　相続や不動産、離婚などについて、弁
護士が相談に応じます。要予約。
とき　10月23日（金）　午後１時〜４時
ところ　役場２階相談室
定員　６人（１人30分）
申し込み　10月20日（火）　午前10時
役場２階相談室にて抽選。定員に満たな
い場合は、電話予約を受付。
問い合わせ　総務課　☎内線226・227

女性・ＤＶ電話相談
とき　火・金曜日　※祝日の場合、前日
　午前10時〜 12時、午後１時〜３時
電話・FAX番号　NPOなら人権情報セン
ター河合支局　☎57-2908

子どもに関する電話相談
●子育ての相談　月〜金曜日
　地域子育て支援センター
　（かがやきの森こども園）　☎58-2350
●育児・発育の相談　月〜金曜日
　保健センター　☎56-6006
●小・中学校の相談　月〜金曜日
　教育総務課　☎内線206
●その他子育ての相談　月〜金曜日
　子育て支援課　☎内線168

高齢者に関する電話相談
とき　月〜金曜日
問い合わせ　地域包括支援センター
　　　　　　☎内線175・178・186

相談のご案内10月

大規模な土地取引には届出が必要です
～提出期限は契約締結日から２週間以内～

　国土利用計画法は、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため土地取
引の届出制度を設けています。土地取引に係る契約（予約を含む）をしたと
きは、権利取得者（例えば買主）は、契約日から２週間以内に土地売買等の
届出をしなければなりません。

届出が必要な
土地の面積

市街化区域　　　　２，０００㎡以上
市街化調整区域　　５，０００㎡以上
都市計画区域外　１０，０００㎡以上

届出先

届出書に必要事項を記入し、添付書類（契約書の写し、
地図など）とともに、土地の所在する市町村役場に届け
出てください。用紙は奈良県のホームページで入手でき
ます。

審査内容
土地の利用目的が、国土利用計画法第９条に定める土地
利用に関する計画に適合しない場合には、利用目的の変
更を勧告し、是正を求めることがあります。

罰　　則 届出をしない場合や虚偽の届出をすると６ヶ月以下の懲役
または１００万円以下の罰金に処せられることがあります。

●問い合わせ　奈良県地域デザイン推進局県土利用政策室
　　　　　　　☎０７４２－２７－８４８４
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　なんと、約2万年前の人間の活動の痕跡「馬見二ノ谷遺跡（山坊）」から現代まで、時代ごとの歴史
の足跡、伝説、数多くの文化財が残る河合町。聞けば聞くほど、興味が深まる。この町に誇りが持て
る、好きになる！第４回目は、貴重な文化財が眠る「中央公民館」にタイムトラベル！

history
歴  史

　町内には100以上の遺跡と無数の遺物があります。町の文化
財を 「これから学びたい」 「より深く知りたい」 人のために、今
回は中央公民館の文化財展示室を取材しました。

「文化財展示室」 　　　　池部［ikebe］

河合町
歴史旅行

vol.4

　文化財展示室には、町内遺跡の解説の他、100万年以上前の大
型動物の化石や昨年出土した埴輪まで、多くの文化財が所狭し
と展示されています。無数の文化財の中からオススメを紹介し
ます。

▲文化財展示室　

三角縁神獣鏡（一片）
　佐味田宝塚古墳より出土し「卑弥呼の鏡」とも呼ばれてはい
ますが、真相は謎のままです。1881年（明治14年）の発掘時に
は１１面以上が出土しました。文様の面が鏡の裏側で、当初は
もっと光っていたことでしょう。

大型動物化石
　数十万年前～百万年前の旧ゾウの牙の化石です。旧ゾウは現
生のアジアゾウ、アフリカゾウ以前に絶滅した種類のゾウです。
1978年（昭和53年）に佐味田地域で出土しました。その年代は
地質学などの分野から研究が進んでいますが、まだまだ謎が多
いです。

文化財展示室を見学してから町内の文化財を巡ると、当時のイメージが沸き、感動が倍増です。展
示室の見学は事前予約が必要です。（生涯学習課　☎57ー2271）

広報編集委員になって今号で初めて取材をし、記事を書かせていただきました。取材をして記事を書くのは大
学生の時以来で少し苦労しましたが、これまでの仕事とは違う経験ができて新鮮でしたし、取材を通して同じ
課員の新たな一面を知ることもできました。今後も皆さまに愛される広報紙を作れるように努めていきますの
で、１年間よろしくお願いします。（上）

◀

▶

7

●開館　火～日曜日　午前9時30分～午後5時
　　　　　　　　　　（金曜日は午後7時まで）
●休館　月曜日 （祝日と重なる場合はその翌日）
※10月31日（土）は、月末図書整理のため休館です。
※ 新型コロナウイルスの感染拡大状況により、臨時休館
　または一部利用制限をする場合があります。
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「美女ステイホーム」
林真理子　著

「魔女と花火と100万円」
望月雪絵　作

「さんしょっ子」
いもとようこ　絵

「スーパー図解工作図鑑」
かざまりんぺい　著

「天才渋沢栄一」
星亮一　著

「日蝕えつきる」
花村萬月　著

ステイホームの時間はオンナ磨
き。ひょっとして、何度目かの
モテ期到来か!?

自分たちの夢を実現するために
奮闘する中学生の姿をさわやか
に描いた小説。

さんしょっ子は、さんしょうの
木の中に住んでいるかわいい
女の子。さんしょっ子のせつな
く、哀しい想いを描いた絵本。

身近な材料で作れて、子どもが
自分で作って楽しく遊べる工作
を紹介する。

近代日本経済の父と呼ばれるほ
どの人物となった栄一と徳川慶
喜とのかかわりとは。

天明6年正月に起きた皆既日蝕
を背景に起きた、男と女の残酷
な物語。

開館・休館のお知らせ
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　なんと、約2万年前の人間の活動の痕跡「馬見二ノ谷遺跡（山坊）」から現代まで、時代ごとの歴史
の足跡、伝説、数多くの文化財が残る河合町。聞けば聞くほど、興味が深まる。この町に誇りが持て
る、好きになる！第４回目は、貴重な文化財が眠る「中央公民館」にタイムトラベル！

history
歴  史

　町内には100以上の遺跡と無数の遺物があります。町の文化
財を 「これから学びたい」 「より深く知りたい」 人のために、今
回は中央公民館の文化財展示室を取材しました。

「文化財展示室」 　　　　池部［ikebe］

河合町
歴史旅行

vol.4

　文化財展示室には、町内遺跡の解説の他、100万年以上前の大
型動物の化石や昨年出土した埴輪まで、多くの文化財が所狭し
と展示されています。無数の文化財の中からオススメを紹介し
ます。

▲文化財展示室　

三角縁神獣鏡（一片）
　佐味田宝塚古墳より出土し「卑弥呼の鏡」とも呼ばれてはい
ますが、真相は謎のままです。1881年（明治14年）の発掘時に
は１１面以上が出土しました。文様の面が鏡の裏側で、当初は
もっと光っていたことでしょう。

大型動物化石
　数十万年前～百万年前の旧ゾウの牙の化石です。旧ゾウは現
生のアジアゾウ、アフリカゾウ以前に絶滅した種類のゾウです。
1978年（昭和53年）に佐味田地域で出土しました。その年代は
地質学などの分野から研究が進んでいますが、まだまだ謎が多
いです。

文化財展示室を見学してから町内の文化財を巡ると、当時のイメージが沸き、感動が倍増です。展
示室の見学は事前予約が必要です。（生涯学習課　☎57ー2271）

広報編集委員になって今号で初めて取材をし、記事を書かせていただきました。取材をして記事を書くのは大
学生の時以来で少し苦労しましたが、これまでの仕事とは違う経験ができて新鮮でしたし、取材を通して同じ
課員の新たな一面を知ることもできました。今後も皆さまに愛される広報紙を作れるように努めていきますの
で、１年間よろしくお願いします。（上）

◀

▶



おぎ  の れ　な

荻野 蓮奈 ちゃん
１歳９ヶ月

たけ なか み　お

竹中 美桜 ちゃん
２歳５ヶ月

まつ もと り　の

松本 梨希 ちゃん
１歳６ヶ月

ふじ おか かな  た

藤岡 奏多 ちゃん
１歳６ヶ月

さわ  だ さ　え

澤田 采英 ちゃん
１歳１１ヶ月

き　ら はる  と

吉良 遥人 ちゃん
２歳１１ヶ月

なだ はる  と

灘  晴人 ちゃん
2歳

すず むら とう  い

鈴村 橙生 ちゃん
１歳８ヶ月

わ　だ さくら

和田  桜 ちゃん
７ヶ月

た  なか り　き

田中 力輝 ちゃん
5歳

かわ しま あい  り み  おり

川島 愛梨 ちゃん 美織 ちゃん
8ヶ月　3歳

令和2年
8月末現在。

（ ）は前月比

■ 河合町役場（代表）
　　平日午前８時30分～午後５時15分

■ 豆山の郷 
■ 保健センター
■ 役場出張所 
■ 心の交流センター
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編集・発行　　河合町役場 企画部 広報広聴課　
　　　　　　　〒636-8501 奈良県北葛城郡河合町池部1丁目1番1号
E-mail　　　　kouhokawai@town.kawai.nara.jp
ホームページ　http://www.town.kawai.nara.jp/

広報かわい

TEL 0745-57-0200
FAX 0745-56-4007

TEL 58-2733
TEL 56-6006
TEL 32-6605
TEL 56-5196

■ 清掃工場（環境衛生課）
■ 上下水道課
■ まほろばホール
■ 図書館
■ 中央公民館（生涯学習課）
■ 西大和地区公民館
■ 総合スポーツ公園 
　（スポーツ振興課）

TEL 32-0706
TEL 56-5210
TEL 72-1100
TEL 32-8605
TEL 57-2271
TEL 57-2271
TEL 56-4600

■は月曜日が休館です。

世帯数
7,869世帯（＋13世帯）

人口
17,457人（－10人）

男   8,124人
女   9,333人

まちまちの動き

（9月末現在）☆kawaii！きっず　大募集！
　未就学のお子さまの写真を募集しています。下記E-mailまたは広報広聴課窓口までお申し込みください。
　※応募多数の場合は抽選となります。掲載の有無についての連絡はいたしません。




